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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自令和５年
　６月１日
至令和５年
　11月30日

自令和６年
　６月１日
至令和６年
　11月30日

自令和７年
　６月１日
至令和７年
　11月30日

自令和５年
　６月１日
至令和６年
　５月31日

自令和６年
　６月１日
至令和７年
　５月31日

営業収入 百万円 714 700 698 1,425 1,392

経常利益 〃 987 1,002 2,782 1,812 1,841

中間（当期）純利益 〃 702 703 834 1,258 1,297

持分法を適用した場合の

投資利益
〃 － － － － －

資本金 〃 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980

発行済株式総数

株

     

普通株式 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

優先株式 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

純資産額 百万円 44,288 46,199 47,902 45,141 46,932

総資産額 〃 101,216 103,471 105,077 102,084 104,428

１株当たり純資産額 円 398,842 418,747 436,482 407,722 426,376

１株当たり中間（当期）

純利益
〃 6,691 6,704 8,068 12,489 12,885

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
〃 － － － － －

１株当たり配当額       

普通株式 〃 400 400 400 400 400

(内１株当たり中間配当

額)
〃 （－） （－） （－） (－) (－)

優先株式 〃 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(内１株当たり中間配当

額)
〃 （－） （－） （－） (－) (－)

自己資本比率 ％ 43.8 44.6 45.6 44.2 44.9

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 541 503 515 1,004 1,001

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
〃 395 △726 375 △1,959 △682

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
〃 △196 △98 △98 △196 △98

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
〃 3,534 1,320 2,656 1,642 1,863

従業員数 名 20 20 20 21 20

〔ほか、平均臨時雇用人

員〕
〃 〔3〕 〔4〕 〔4〕 〔3〕 〔4〕

（注）１．営業収入は非課税につき、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

令和７年11月30日現在
 

従業員数（名）
20

(4)

(注) １. 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は年間平均人員を(外書)で記

載しております。

２. 当社は保証事業の単一セグメントであります。

 

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）経営方針

　当社は、「冠婚葬祭互助会加入者の保護のための供託委託契約の受託」を事業目的とし、「開かれた互助会保

証」を経営理念としております。

当社の事業目的、経営理念を遂行するための経営の基本方針は次の３点であり、割賦販売法に基づく前受業務保証

金保全の指定受託機関として、全国の冠婚葬祭互助会に対する保証と幅広いサポートを行っております。

　①互助会業界の健全な発展に貢献すること。

　②契約互助会の継続的な発展に貢献すること。

　③当社の保証基盤(受託事業基金と純資産)の強化を図ること。

 

(2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　互助会業界の業績は、新型コロナウイルス感染症の影響から脱し、回復傾向は続いておりますが、取り巻く経営

環境は、少子・高齢化の進展、人口減少、消費者のライフスタイル・ニーズの変化等の構造的な要因による婚姻組

数の減少や葬儀単価の低下、前受金残高の減少に加えて、急速な物価や人件費のアップ等の経費増加などにより、

今後一段と厳しさが増してくるものと予想されます。

　このような状況の中で、当社といたしましては、令和６年７月に策定した現「中期経営計画(令和６年度～令和

８年度)」においても、「保証基盤の堅持」、「保証リスクの軽減」、「互助会・業界への貢献」など前「中期経

営計画」で掲げた経営方針を基本的に承継することにより、経営の一貫性、継続性を保つとともに、事業環境の変

化により生じた経営課題に対応し、互助会業界の将来を見据えた各種施策を講じることで、冠婚葬祭互助会加入者

及び互助会業界をはじめとしたステークホルダーに対する責任を果たしてまいります。

　なお、現「中期経営計画（令和６年度～令和８年度）」においては、計画期間の最終年度で保証契約残高は

7,632億円以上、保証基盤額(受託事業基金と純資産の合計額)は1,026億円以上という目標を掲げておりますが、当

中間会計期間の末日現在においては、保証契約残高は7,716億円、保証基盤額は1,020億円となりました。

　引き続き、冠婚葬祭互助会加入者保護という使命を果たすべく保証基盤の充実に従来にも増して注力するととも

に、契約互助会の皆様の経営ならびに業界システムの安定・強化に貢献できるように引き続き努力し、もって経済

産業省指定受託機関としての役割を果たしていく所存であります。

 

２【事業等のリスク】

　半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状況及び経営成績等

に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク要因には、以下の事項があります。

　なお、経営成績等に重要な影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。

　また、以下の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）与信リスク

　これに対応するために、当社では、互助会との前受業務保証金供託委託契約の締結にあたっては、訪問調査、

業界情報の収集、厳正な経営成績及び資産内容等の調査、評価を行っております。また財務上は保証基盤の充実

に注力しております。しかしながら、急激な業績悪化等により、契約先互助会が経営破綻となった場合には、当

社の財政状況及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

（2）担保価値低下リスク

　当社では、互助会との前受業務保証金供託委託契約の締結にあたっては、規程に則り不動産担保評価を行った

うえで担保を取得しております。担保不動産の価値低下が直ちに当社の財政状況及び経営成績等に影響を与える

ものではありませんが、契約先互助会が経営破綻となった場合には、当社の財政状況及び経営成績等に影響を及

ぼす可能性があります。これに対応するため、保証基盤の充実に注力しております。

 

（3）資産運用リスク

　これに対応するために、当社は、「安全性」「効率性」「流動性」を重視した資産運用方針に基づき、外部専

門機関への運用委託を原則として、投資適格債券、不動産投資信託、株式等によるポートフォリオ運用を行って

おります。市況の低迷や市場金利の上昇等により、保有資産の評価損の発生や、含み損益が大きく悪化した場合

には、当社の財政状況及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
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（4）法的規制に関するリスク

　当社は、保証事業においては割賦販売関連法規、人事労務においては労務関連法規、財務・税務分野において

は会計税務関連法規その他の法的規制を受けております。当社が各種の法的規制を遵守できなかった場合、又は

各種の規制の変更や新たな法的規制の制定が当社の予想を超えて実施された場合には、当社の財政状況及び経営

成績等に影響を及ぼす可能性があります。これに対応するため、法的規制を遵守するとともに、法的規制の動向

把握及び保証基盤の充実に注力しております。

 

（5）災害・事故・感染症のリスク

　これに対応するため、当社の事業所が存する地域において大規模な自然災害や事故が発生した場合及び感染症

による感染が拡大した場合に備えた勤務体制の構築及び与信リスクの管理強化に取り組んでおります。しかしな

がら、当社の想定を超えた災害や事故の発生及び感染症の拡大に伴い当社の勤務体制へ重大な影響が発生した場

合、契約先互助会の経営状態が悪化した場合には、当社の財政状況及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の

状況の概要は次のとおりであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間の景況を概観しますと、我が国経済は、物価上昇、深刻な人手不足、輸出の減速などの下振れリ

スクを伴いつつも、個人消費は所得の堅調な増加を背景に緩やかに持ち直し、また、企業業績は、機械投資、ソフ

トウエア投資、建設投資が底堅く推移したことなどから回復が緩やかに続いております。

このような状況の中で、当社の契約先である冠婚葬祭互助会業界の業況は、冠婚葬祭儀式の復調や契約先互助会

の収益力強化への取組みにしたがって売上高、利益ともに概ね回復基調を維持しております。一方、冠婚葬祭互助

会の重要な経営基盤の一つであります冠婚葬祭互助会加入者から受け入れた前受金の残高は減少傾向が続いており

ます。

また、金融市場においては、ドル円相場は内外金利差や経済政策上の要因等から期初の140円台から円安が進行

し、中間期末にかけて150円台半ばで推移しました。日経平均株価は国内企業の堅調な業績や米国市場における株

価上昇を受けて、中間期末にかけて概ね５万円台で推移しました。国内長期市場金利は中間期末にかけて1.8％台

で推移し、また米国の長期市場金利はアメリカ経済の堅調さについての評価から４％台を維持しました。企業の資

金運用は、各国の金融政策、経済政策、グローバルな金融資本の動向、世界の地政学的リスクの状況によって有価

証券市場が大きく影響を受ける難しい局面が続いております。

当社の当中間会計期間の業績は次のとおりとなりました。

損益状況につきましては、営業収益は、前年同期比２百万円減の698百万円となりました。営業費用は、前年同

期比22百万円増の302百万円を計上しました。この結果、営業利益は前年同期比24百万円減の395百万円となりまし

た。営業外収益は、受取利息、受取配当金及び有価証券利息の合計698百万円及び投資有価証券運用損益1,656百万

円、ならびにテナントからの受取賃貸料53百万円等の合計2,410百万円を計上しました。営業外費用は、社屋の賃

貸収入原価24百万円を計上しました。経常利益は、前年同期比1,779百万円増の2,782百万円となりました。特別利

益として責任準備金戻入159百万円及び投資有価証券売却益539百万円の合計699百万円を、特別損失として責任準

備金繰入147百万円及び有価証券売却損2,157百万円の合計2,305百万円を計上しました。税引前中間純利益は、前

年同期比180百万円増の1,176百万円となりました。中間純利益は、前年同期比130百万円増の834百万円となりまし

た。

中期経営計画の達成状況に関する認識及び分析は次のとおりです。

令和６年７月に策定した現「中期経営計画（令和６年度～令和８年度）」の期間においては、計画期間の最終事

業年度末の保証契約残高は7,632億円以上、保証基盤額（受託事業基金と純資産の合計額）は1,026億円以上という

目標を掲げておりますが、当中間会計期間の末日現在で、保証契約残高が7,716億円、保証基盤額は1,020億円とな

りました。引き続き、計画の達成のために収益力の強化策を実行し保証基盤の充実を図ってまいります。

 

EDINET提出書類

互助会保証株式会社(E04767)

半期報告書

 5/31



 

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、2,656百万円となり、前中

間会計期間末に比べ1,335百万円増加しました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動で得られた資金は、515百万円となりました。これは、営業収入692百万円、利息及び配当金の受取額

704百万円、受託事業基金の受入等55百万円、人件費及びその他の営業支出411百万円、法人税等の支払額525百万

円等があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で得られた資金は、375百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出30,800百万円、

無形固定資産の取得による支出85百万円、その他の支出19百万円があった一方、有価証券の償還による収入240百

万円、投資有価証券の売却による収入30,987百万円及び投資不動産の賃貸による収入53百万円があったことによる

ものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で使用した資金は、98百万円となりました。これは、普通株式の配当及び第一種優先株式の配当98百万

円によるものであります。

 
 
(3) 生産、受注及び販売の実績

①　供託受託契約状況

期別
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
至　令和６年11月30日）

当中間会計期間
（自　令和７年６月１日
至　令和７年11月30日）

前事業年度
（自　令和６年６月１日
至　令和７年５月31日）

件数・
金額

供託受託契約額
供託受託契約額残高
令和６年11月30日

現在
供託受託契約額

供託受託契約額残高
令和７年11月30日

現在
供託受託契約額

供託受託契約額残高
令和７年５月31日

現在

件数
(件)

金額
（千円）

件数
(件)

金額
（千円）

件数
(件)

金額
（千円）

件数
(件)

金額
（千円）

件数
(件)

金額
（千円）

件数
(件)

金額
（千円）

 144 787,344,872 144 787,344,872 140 771,681,274 140 771,681,274 285 1,567,549,764 141 780,204,892

計 144 787,344,872 144 787,344,872 140 771,681,274 140 771,681,274 285 1,567,549,764 141 780,204,892

（注）　供託受託契約の契約期間は６ヶ月であるため、前事業年度供託受託契約額は２基準日の合計額であります。

②　供託受託契約実績及び収入手数料

項目
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
至　令和６年11月30日）

当中間会計期間
（自　令和７年６月１日
至　令和７年11月30日）

前事業年度
（自　令和６年６月１日
至　令和７年５月31日）

区分 計
収入手数料
(千円)

計
収入手数料
(千円)

計
収入手数料
(千円)

件数・金額（件） 144 690,920 140 692,088 285 1,389,685

供託受託契約額（千円） 787,344,872

 

771,681,274

 

1,567,549,764  

供託受託契約残高(A）

（千円）
787,344,872 771,681,274 780,204,892  

供託受託契約限度額(B）

（千円）
2,514,152,296 2,550,442,235 2,533,028,452  

供託受託契約限度額に対

する供託受託契約残高の

比率(A）／(B）（％）

31.3  30.3  30.8  
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(4) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

①　当中間会計期間の財政状態の分析

(ⅰ) 資産

当中間会計期間末の資産合計は、105,077百万円（前事業年度末104,428百万円）となり、649百万円増加とな

りました。増減の主なものは、現金及び預金の増加792百万円、有価証券の増加3,544百万円及び投資有価証券の

減少3,885百万円であります。

(ⅱ) 負債

当中間会計期間末の負債合計につきましては、57,175百万円（前事業年度末57,496百万円）となり、321百万

円減少となりました。増減の主なものは、未払金の増加246百万円、繰延税金負債の増加103百万円、未払法人税

等の減少316百万円、受託事業基金の減少273百万円であります。

(ⅲ) 純資産

当中間会計期間末の純資産合計は、47,902百万円（前事業年度末46,932百万円）となり、970百万円増加とな

りました。増減の主なものは、受託事業基金積立金の増加1,200百万円及びその他有価証券評価差額金の増加234

百万円であります。

 

②　当中間会計期間の経営成績の分析

３「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照ください。なお、１

「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び２「事業等のリスク」をあわせてご参照ください。

 
 
③　キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、(2)「キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

 

④　資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金需要のうち主なものは、人件費等の経費及び供託の用に供する資金であり内部資金により調達して

おります。

当社は、事業上必要な流動性と資金源泉を安定的に確保することを基本方針とし、流動資産から流動負債を控

除した運転資本については、当中間会計期間の末日現在において98億円の超過となっております。

長期資金需要につきましては、内部資金により調達することを基本方針としております。

当中間会計期間の末日現在において、設備投資等の重要な支出の予定はありません。

また、中間会計期間の末日現在において、有価証券及び投資有価証券の残高は934億円となっております。資

産運用につきましては、「安全性」「効率性」「流動性」を重視した「ポートフォリオ運用」を基本とし、社内

の資産運用規程に則り、特に「安全性」、「流動性」に注意を払い運用しております。

なお、中間会計期間の末日現在において、現金及び現金同等物の残高は26億円となっております。

 

４【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

令和７年11月30日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（名）

建物 什器備品
土地
(面積㎡)

合計

本社

（東京都港区）

前受金の

保証事業
その他設備 1,093,789 3,012

2,029,442

(377.24 )
3,126,244 20

 

２【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 384,000

第一種優先株式 60,000

計 444,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（令和７年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和８年２月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 96,000 96,000 該当なし

当社は単元株

制度は採用し

ておりませ

ん。(注１)

第一種優先株式 60,000 60,000 該当なし

当社は単元株

制度は採用し

ておりませ

ん。(注２)

計 156,000 156,000 － －

　（注１）株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。

　当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第１項第１号に定める内容（いわゆる譲渡制限）を定め

ており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第８条において定めております。

 

　（注２）第一種優先株式の内容は次のとおりであります。

（１）優先配当金

①　優先配当金

当社は、毎年５月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主（以下優先株主と

いう。）又は優先株式の登録株式質権者（以下優先登録株式質権者という。）に対し、普通株式を有する

株主（以下普通株主という。）又は普通株式質権者（以下普通登録株式質権者という。）に先立ち、次に

定める額の金銭による剰余金の配当（以下配当により支払われる金銭を優先配当金という。）を行う。

第一種優先株式

１株につき年1,000円

②　非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対し支払う金銭による剰余金の配当の額が

優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 

（２）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録

株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭を支払う。

第一種優先株式

１株につき100,000円

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

 

（３）取得条項

当社は、平成29年９月30日以降の当社の取締役会が取得日として定める日に、第一種優先株式１株につ

き100,000円で、第一種優先株式を取得することができる。
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（４）議決権条項

優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

 

（５）種類株主総会の決議

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和７年６月１日

～令和７年11月30日
        － 156 － 3,980,000 － 3,014,509
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（５）【大株主の状況】

　　　①　所有株式数別
 

  令和７年11月30日現在
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

株式会社ベルコ 池田市空港1-12-10
7,792

(4,500)
5.0

株式会社セレマ 京都市中京区西ノ京中御門東町134番地
6,428

(4,500)
4.1

株式会社日本セレモニー 下関市王喜本町6-4-50
5,530

(4,500)
3.5

株式会社レクスト 名古屋市中区富士見町10-27
5,364

(1,000)
3.4

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1-1-2 4,800 3.1

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 4,800 3.1

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内1-4-5 4,800 3.1

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町2-2-1 4,800 3.1

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 4,800 3.1

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 4,800 3.1

アルファクラブ武蔵野株式会社 さいたま市大宮区上小町535番地
4,754

(4,500)
3.0

株式会社アークベル 新潟市中央区南笹口2-7-20
4,739

(2,500)
3.0

株式会社サンレー 北九州市小倉北区上富野3-2-8
4,482

(2,500)
2.9

ユウベル株式会社 広島市西区南観音3-16-19
4,320

(3,000)
2.8

株式会社１１７ 姫路市古二階町63番地
3,798

(2,000)
2.4

株式会社京阪互助センター 大阪市北区長柄西1-6-14
3,772

(2,500)
2.4

株式会社千代田 東京都荒川区西日暮里2-39-4
3,676

(2,000)
2.4

株式会社くらしの友 東京都大田区西蒲田8-2-12
3,650

(2,500)
2.3

株式会社メモリード 長崎市稲佐町2番2号
3,454

(2,200)
2.2

りそなカード株式会社 東京都江東区木場1-5-25 3,200 2.1

東洋不動産株式会社 東京都港区虎ノ門1-1-28 3,200 2.1

ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 3,200 2.1

三井住友カード株式会社 大阪市中央区今橋4-5-15 3,200 2.1

株式会社デベロツパー三信 東京都千代田区神田錦町3-11 3,200 2.1

三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社 東京都府中市日鋼町1-1 3,200 2.1

計 －
109,759

(38,200)
70.4

　(注)所有株式数の(　)内書きは、優先株式であります。
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　　　②　所有議決権数別
 

  令和７年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合
(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 4,800 5.0

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1-1-2 4,800 5.0

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内1-4-5 4,800 5.0

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町2-2-1 4,800 5.0

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 4,800 5.0

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 4,800 5.0

株式会社レクスト 名古屋市中区富士見町10-27 4,364 4.5

株式会社ベルコ 池田市空港1-12-10 3,292 3.4

りそなカード株式会社 東京都江東区木場1-5-25 3,200 3.3

東洋不動産株式会社 東京都港区虎ノ門1-1-28 3,200 3.3

ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 3,200 3.3

三井住友カード株式会社 大阪市中央区今橋4-5-15 3,200 3.3

株式会社デベロツパー三信 東京都千代田区神田錦町3-11 3,200 3.3

三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社 東京都府中市日鋼町1-1 3,200 3.3

株式会社名古屋冠婚葬祭互助会 名古屋市北区辻本通1-21 2,248 2.3

株式会社アークベル 新潟市中央区南笹口2-7-20 2,239 2.3

計 － 60,143 62.6

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　令和７年11月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
第一種優先株式

        60,000
－

「１.株式等の状況」の

「(1)株式の総数等」の

「②発行済株式」の注記

に記載されております。

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

        96,000

 

96,000

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 156,000 － －

総株主の議決権 － 96,000 －
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②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

(1)新任役員

  該当事項はありません。

(2)退任役員

　 役 職 名　　 監査役

　 氏　　名　　 高瀬　博紹

  退任年月　　 令和７年12月31日

(3)役職の異動

　 該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（令和７年６月１日から令和７年11月

30日まで）の中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は、子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和７年５月31日)
当中間会計期間
(令和７年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,363,514 8,156,106

有価証券 239,952 3,784,657

未収入金 5,612 5,823

未収還付法人税等 - 150,983

未収収益 48,974 49,781

前払費用 2,030 1,040

その他 150 60,000

流動資産合計 7,660,232 12,208,393

固定資産   

有形固定資産 ※３ 3,159,569 ※３ 3,126,244

無形固定資産   

ソフトウエア 3,958 84,233

ソフトウエア仮勘定 78,384 9,995

電話加入権 456 456

無形固定資産合計 82,799 94,685

投資その他の資産   

投資有価証券 93,525,876 89,640,504

長期前払費用 257 8,097

投資その他の資産合計 93,526,133 89,648,601

固定資産合計 96,768,503 92,869,531

資産合計 104,428,736 105,077,925

 

EDINET提出書類

互助会保証株式会社(E04767)

半期報告書

15/31



 

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和７年５月31日)
当中間会計期間
(令和７年11月30日)

負債の部   

流動負債   

責任準備金 ※１ 816,314 ※１ 797,336

未払金 102,443 348,538

未払費用 29,908 33,082

未払法人税等 316,921 -

未払消費税等 1,637 2,766

預り金 5,138 5,315

仮受金 - 4,958

前受収益 9,759 9,759

債務保証損失引当金 1,191,514 1,167,398

その他 11 -

流動負債合計 2,473,648 2,369,155

固定負債   

受託事業基金 54,389,035 54,115,369

長期預り保証金 60,073 60,073

役員退職慰労引当金 63,459 16,963

退職給付引当金 5,009 5,098

繰延税金負債 505,407 608,945

固定負債合計 55,022,985 54,806,450

負債合計 57,496,633 57,175,605

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,980,000 3,980,000

資本剰余金   

資本準備金 3,014,509 3,014,509

資本剰余金合計 3,014,509 3,014,509

利益剰余金   

利益準備金 122,880 122,880

その他利益剰余金   

受託事業基金積立金 37,338,400 38,538,400

繰越利益剰余金 1,329,931 866,111

利益剰余金合計 38,791,211 39,527,391

株主資本合計 45,785,720 46,521,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,146,381 1,380,418

評価・換算差額等合計 1,146,381 1,380,418

純資産合計 46,932,102 47,902,319

負債純資産合計 104,428,736 105,077,925
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和６年６月１日
　至　令和６年11月30日)

当中間会計期間
(自　令和７年６月１日
　至　令和７年11月30日)

営業収入   

収入手数料 700,786 698,495

営業費用 280,370 302,909

営業利益 420,416 395,585

営業外収益 ※２ 606,465 ※２ 2,410,796

営業外費用 ※３ 24,329 ※３ 24,241

経常利益 1,002,552 2,782,141

特別利益   

責任準備金戻入 172,111 159,648

投資有価証券売却益 - 539,465

特別利益合計 172,111 699,114

特別損失   

責任準備金繰入 179,055 147,077

投資有価証券売却損 - 2,157,970

特別損失合計 179,055 2,305,047

税引前中間純利益 995,608 1,176,207

法人税、住民税及び事業税 290,392 345,811

法人税等調整額 1,627 △4,184

法人税等合計 292,019 341,627

中間純利益 703,588 834,580
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　令和６年６月１日　至　令和６年11月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

 
受託事業基
金積立金

繰越利益剰
余金

当期首残高 3,980,000 3,014,509 3,014,509 122,880 36,188,400 1,281,330 37,592,610 44,587,119

当中間期変動額         

剰余金の配当      △98,400 △98,400 △98,400

受託事業基金積立
金の積立     1,150,000 △1,150,000 - -

中間純利益      703,588 703,588 703,588

株主資本以外の項
目の当中間期変動
額（純額）

        

当中間期変動額合
計

- - - - 1,150,000 △544,811 605,188 605,188

当中間期末残高 3,980,000 3,014,509 3,014,509 122,880 37,338,400 736,519 38,197,799 45,192,308

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 554,282 554,282 45,141,401

当中間期変動額    

剰余金の配当   △98,400

受託事業基金積立
金の積立   -

中間純利益   703,588

株主資本以外の項
目の当中間期変動
額（純額）

453,200 453,200 453,200

当中間期変動額合
計

453,200 453,200 1,058,389

当中間期末残高 1,007,483 1,007,483 46,199,791
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当中間会計期間（自　令和７年６月１日　至　令和７年11月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

 
受託事業基
金積立金

繰越利益剰
余金

当期首残高 3,980,000 3,014,509 3,014,509 122,880 37,338,400 1,329,931 38,791,211 45,785,720

当中間期変動額         

剰余金の配当      △98,400 △98,400 △98,400

受託事業基金積立
金の積立     1,200,000 △1,200,000 - -

中間純利益      834,580 834,580 834,580

株主資本以外の項
目の当中間期変動
額（純額）

        

当中間期変動額合
計

- - - - 1,200,000 △463,819 736,180 736,180

当中間期末残高 3,980,000 3,014,509 3,014,509 122,880 38,538,400 866,111 39,527,391 46,521,900

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,146,381 1,146,381 46,932,102

当中間期変動額    

剰余金の配当   △98,400

受託事業基金積立
金の積立   -

中間純利益   834,580

株主資本以外の項
目の当中間期変動
額（純額）

234,037 234,037 234,037

当中間期変動額合
計

234,037 234,037 970,217

当中間期末残高 1,380,418 1,380,418 47,902,319
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和６年６月１日
　至　令和６年11月30日)

当中間会計期間
(自　令和７年６月１日
　至　令和７年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 690,920 692,088

人件費の支出 △183,153 △206,856

その他の営業支出 △176,834 △204,937

小計 330,933 280,294

利息及び配当金の受取額 254,638 704,153

受託事業基金受入 63,255 54,862

受託事業基金返還 △3,052 -

その他の収入 15 467

法人税等の支払額 △141,880 △525,495

未払消費税等の増減額（△は減少） △55 1,129

営業活動によるキャッシュ・フロー 503,854 515,411

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,690,000 △5,500,000

定期預金の払戻による収入 4,690,000 5,500,000

有価証券の償還による収入 900,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △2,474 -

無形固定資産の取得による支出 - △85,650

投資有価証券の取得による支出 △2,088,822 △30,800,000

投資有価証券の売却による収入 434,414 30,987,928

投資不動産の賃貸による収入 53,233 53,233

その他の支出 △23,305 △19,918

投資活動によるキャッシュ・フロー △726,954 375,592

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △98,398 △98,411

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,398 △98,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △321,497 792,592

現金及び現金同等物の期首残高 1,642,135 1,863,514

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,320,637 ※ 2,656,106
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

　(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並

びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　　建物　　　　８～38年

　　什器備品　　５～20年

　(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づいております。

 

３．引当金の計上基準

　(1）債務保証損失引当金

　契約先互助会の経営破綻により将来起こりうる債務保証に係る損失に備えるため、債務保証損失引当金

の計上に関する内規等に則り、債務保証のリスクの状況を勘案し、引当金の計上要否判定及び引当額を計

上しております。

　(2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給見積額を計上しております。

　(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく自己都合退職による中間期末要支給見積額から中小企業

退職金共済制度からの給付相当額を控除した金額を計上しております。

 

４．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

 

５．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

　責任準備金

　割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備

金として計上しております。

　なお、同条第２号により算出した金額（年間営業収支差額）が同条第１号により算出した金額（未経過

収入手数料）を超過する金額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上すること

としております。

 

（追加情報）

　該当事項はありません。
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（中間貸借対照表関係）

※１　責任準備金

供託委託契約による収入手数料の未経過額（前受収益）に係る金額は、次のとおりであります。

前事業年度
（令和７年５月31日）

当中間会計期間
（令和７年11月30日）

656,665千円 650,259千円

 

２　代位供託保証残高

互助会等に代わって法務局に供託することを保証している残高は、次のとおりであります。

前事業年度
（令和７年５月31日）

当中間会計期間
（令和７年11月30日）

780,204,892千円 771,681,274千円

 

※３　有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

前事業年度
（令和７年５月31日）

当中間会計期間
（令和７年11月30日）

565,372千円 598,698千円

 

（中間損益計算書関係）

１　減価償却実施額
 
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
   至　令和６年11月30日）

 

 
当中間会計期間

（自　令和７年６月１日
   至　令和７年11月30日）

 
有形固定資産 33,398千円  33,325千円

無形固定資産  7,443 〃    5,025 〃

計 40,841 〃   38,350 〃

 

※２　営業外収益のうち主なもの
 
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
   至　令和６年11月30日）

 

 
当中間会計期間

（自　令和７年６月１日
   至　令和７年11月30日）

 
受取利息 2,353千円  9,535千円

受取配当金  179,660 〃  622,869 〃

有価証券利息

投資有価証券運用益

受取賃貸料

 66,183 〃

 305,020 〃

 53,233 〃

 

 66,341 〃

 1,656,561 〃

 53,233 〃

 
※３　営業外費用のうち主なもの

 
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
   至　令和６年11月30日）

 

 
当中間会計期間

（自　令和７年６月１日
   至　令和７年11月30日）

 
賃貸収入原価 24,329千円  24,241千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　令和６年６月１日　至　令和６年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 96,000 － － 96,000

第一種優先株式 60,000 － － 60,000

合計 156,000 － － 156,000

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和６年８月23日

定時株主総会

普通株式
38,400

(普通配当38,400)

400

(普通配当400)
令和６年５月31日 令和６年８月26日

第一種優先株式
60,000

(普通配当60,000)

1,000

(普通配当1,000)

 

当中間会計期間（自　令和７年６月１日　至　令和７年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 96,000 － － 96,000

第一種優先株式 60,000 － － 60,000

合計 156,000 － － 156,000

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和７年８月22日

定時株主総会

普通株式
38,400

(普通配当38,400)

400

(普通配当400)
令和７年５月31日 令和７年８月25日

第一種優先株式
60,000

(普通配当60,000)

1,000

(普通配当1,000)

 
 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり

であります。

 
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
至　令和６年11月30日）

当中間会計期間
（自　令和７年６月１日
至　令和７年11月30日）

現金及び預金勘定 6,820,637千円 8,156,106千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △5,500,000 △5,500,000

現金及び現金同等物 1,320,637 2,656,106
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

 

前事業年度（令和７年５月31日）

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 93,764,828 93,764,828 -

資産計 93,764,828 93,764,828 -

 

当中間会計期間（令和７年11月30日）

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 93,424,162 93,424,162 -

資産計 93,424,162 93,424,162 -

(注１) 「現金及び預金」、「未収入金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであ

ることから、記載を省略しております。

 

(注２) 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間

貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）は以下のとおりであります。

区分
前事業年度

（令和７年５月31日）（千円）
当中間会計期間

（令和７年11月30日）（千円）

非上場株式 1,000 1,000

 

(注３) 「受託事業基金」については、記載を省略しております。当該基金は、主として契約上の債務を担保する目的

で契約互助会より預け入れられた金銭であり、当社は契約の終了（解除）により返済義務を負うものでありま

す。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分
前事業年度

（令和７年５月31日）（千円）
当中間会計期間

（令和７年11月30日）（千円）

受託事業基金 54,389,035 54,115,369

 

(注４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価格が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定に優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品

前事業年度（令和７年５月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券     

債券 - 11,623,915 - 11,623,915

その他 - 82,140,912 - 82,140,912

資産計 - 93,764,828 - 93,764,828

 

当中間会計期間（令和７年11月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券     

債券 - 11,356,807 - 11,356,807

その他 - 82,067,354 - 82,067,354

資産計 - 93,424,162 - 93,424,162

 

(2) 時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品以外の金融商品該当事項はありません。

 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

　債券は、日本証券業協会公表の公社債店頭売買参考統計値等を時価としており、レベル２に分類しておりま

す。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約等に関して重要な制限がないものは基準価格

を時価とし、レベル２に分類しております。

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（令和７年５月31日）

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1) 債券 303,590 301,179 2,410

(2) その他 19,527,581 14,707,992 4,819,589

小計 19,831,171 15,009,172 4,821,999

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1) 債券 11,320,325 11,549,279 △228,953

(2) その他 62,613,330 65,532,337 △2,919,006

小計 73,933,656 77,081,617 △3,147,960

合計 93,764,828 92,090,789 1,674,038
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（注１） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落が４半期継続した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。

 

（注２）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 前事業年度（千円）

非上場株式 1,000

 

当中間会計期間（令和７年11月30日）

 種類
中間貸借対照表計上額

（千円）
取得原価（千円） 差額（千円）

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1) 債券 303,330 301,078 2,251

(2) その他 17,504,061 13,968,239 3,535,822

小計 17,807,391 14,269,318 3,538,073

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1) 債券 11,053,477 11,303,165 △249,687

(2) その他 64,563,293 65,835,880 △1,272,586

小計 75,616,770 77,139,045 △1,522,274

合計 93,424,162 91,408,363 2,015,798

（注１） 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落が４半期継続した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。

 

（注２）上記に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分 当中間会計期間（千円）

非上場株式 1,000

 

（賃貸等不動産関係）

　重要性が乏しいため記載を省略しました。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（令和７年５月31日）
当中間会計期間

（令和７年11月30日）

１株当たり純資産額 426,376円 436,482円

 

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和６年６月１日
至　令和６年11月30日）

当中間会計期間
（自　令和７年６月１日
至　令和７年11月30日）

１株当たり中間純利益 6,704円 8,068円

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 703,588 834,580

普通株主に帰属しない金額（千円） △60,000 △60,000

普通株式に係る中間純利益（千円） 643,588 774,580

普通株式の期中平均株式数（株） 96,000 96,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －

 

　１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（令和７年５月31日）
当中間会計期間

（令和７年11月30日）

１株当たり純資産額 426,376円 436,482円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 46,932,102 47,902,319

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 6,000,000 6,000,000

（うち優先株式払込金額（千円）） （6,000,000） （6,000,000）

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
40,932,102 41,902,319

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
96,000 96,000

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（２）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書

事業年度（第53期）（自　令和６年６月１日　至　令和７年５月31日）令和７年８月27日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

 令和８年２月20日
互助会保証株式会社  
 取締役会 御中  

 

 太陽有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 河 島 啓 太

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山 村 幸 也

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている互助会保証株式会社の令和７年６月１日から令和８年５月31日までの第54期事業

年度の中間会計期間（令和７年６月１日から令和７年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要

な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、互助会保証株式会社の令和７年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間（令和７年６月１日から令和７年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
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断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中

間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に

よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸

表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明

することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて

いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう

かを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード

を適用している場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上

　（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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